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防犯カメラ設置事業補助金
●制度の利用対象者
　　市内の自治会、町会その他これらに準ずる団体
●対象となる経費
　　防犯カメラの設置に要する経費（カメラや記録装置購入
　の費用、支柱の設置費用、電気工事代等）
　※保守点検、修理、電気料金等の維持管理に要する経費は自治
　　会等の負担
●対象となる要件
①防犯カメラの撮影範囲は、主に道路等の公共の用に供する
　場所とし、マンション等共同住宅の内部、駐車場、事業所、
　工場の敷地内などを撮影している場合は対象となりません。
②防犯カメラの設置、管理又は運用に関し、「羽曳野市防犯カ
　メラ設置基準」に適合する基準を定めていること。
③防犯カメラの設置に関し、他の補助金等の交付を受けてい
　ない、又は受ける予定がないこと。
●補助内容　　
　　防犯カメラ設置にかかった費用の 2/3 を補助します。た
　だし、補助金の上限は、カメラ1台につき20万円です。また、
　同一年度における一つの自治会等での申請台数の上限は３
　台までとし、補助金を受けた年度の翌年度（平成30年度に
　補助金を受けた団体）は、制度をご利用いただけません。
●注意点
①�警察署からの犯罪捜査の目的等、法律に基づき記録画像デ
ータの提供を依頼される場合がありますので、その際は、
各自治会等にて対応していただきます。
②�自治会等内での合意形成を図り、設置場所は事前に地域住
民に周知してください。　　　　
③�特に、防犯カメラの撮影範囲に入る家屋や事業所等の所有
者、入居者等には、個別に了承をもらってください。

④設置区域内の見やすい場所に防犯カメラを設置して
　いる旨の標識等を設置してください。
⑤道路等に設置する場合にあっては、あらかじめ道路
　管理者（市・府等）の許可を得てください。
⑥防犯カメラに記録された画像は、機械の点検等、特
　に必要な場合以外の表示、および①の場合を除いて、
　外部への提供は禁止します。
⑦抽選（申込多数の場合）により交付団体を決定します。
★抽選参加申込期間
　６月３日㈪～６月14日㈮�９:00 ～ 17:30（平日）
　指定の抽選申込書により抽選の申込をして頂きます。
★抽選日　　
　６月17日㈪ 15:00 ～
　交付団体が決定した後、補助金交付申請を行って頂
　きます。
★申請期間
　６月17日㈪～７月31日㈬
　※申請時に必要な書類（抽選で補助が決定した団体）
・防犯カメラ設置事業計画書
・自治会等の規約
・自治会等の役員名簿
・防犯カメラ設置が自治会等の総意であることを証する書類等
・防犯カメラの撮影対象区域の住民等の同意書
・自治会が定めた防犯カメラ管理運用に関する規定
・防犯カメラ管理責任者届出書
・防犯カメラ配置予定図
・防犯カメラ設置費見積書
・防犯カメラの仕様書
・その他市長が必要と認める書類

　　　自治会等が防犯カメラを設置される際の
　　　　　　　　費用の一部を補助いたします！

［問合せ］危機管理室 災害対策課 ☎ 072-958-1111 内線 2712・2713

みんなで防ごう土砂災害 土砂災害防止月間　 6 月 1 日㈯～ 6 月 30 日㈰
がけ崩れ防災週間　 6 月 1 日㈯～ 6 月 7 日㈮

　近年、異常な集中豪雨により、土石流、がけ崩れなどの土砂災害が発生し、人命・家屋
などに大きな被害が出ています。今年もまた、土砂災害の起こりやすい長雨の季節となり
ました。土砂災害に対する備えや、避難場所などをこの機会に再確認しましょう。

◆災害に備えた日頃の準備
①日頃から天気予報や注意報に
関心を持ちましょう。
②避難場所、避難経路を確認し
ましょう。
③緊急時に必要な用品を準備し
ておきましょう。

～防災情報を
     手軽にあなたのもとへ～

QRコードを読み
とり、空メール
を送信。登録用
URLにて登録作
業を行ってくだ
さい。


